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教職員の懲戒処分について 

 

 

【処分1】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（免職） 

２ 処 分 年 月 日  令和 5 年 4 月 26 日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・30 歳・男性 

４ 所 属 名  北部地区・公立小学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 4 年 9 月から令和 5 年 3 月までの間 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和4年9月から令和5年3月までの間、校内において、複数の女子

児童に対し、脇の下や肩、背中、太腿の付け根などに触れる行為を日常的に行っ

た。更に胸や下着、臀部などにも複数回触れた。 

 

【処分2】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（免職） 

２ 処 分 年 月 日  令和 5 年 4 月 26 日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・25 歳・男性 

４ 所 属 名  西部地区・県公立特別支援学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 4 年 12 月頃から令和 5 年 3 月 18 日までの間 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和4年12月頃から令和5年3月18日（土曜日）までの間、自校の

女子生徒と複数回出かけ、その際に、当該女子生徒に対して、わいせつな行為を

した。 

 

【処分3】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（免職） 

２ 処 分 年 月 日  令和 5 年 4 月 26 日 

３ 職名・年齢・性別  教頭・58 歳・男性 

４ 所 属 名  西部地区・公立小学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 5 年 3 月 14 日 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和5年3月14日（火曜日）、校内において、自校の女性職員に対

して、胸を揉む、抱きかかえる、腰のあたりに手を当て引き寄せるというわいせ

つな行為をした。 
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【処分4】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（戒告） 

２ 処 分 年 月 日  令和 5 年 4 月 26 日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・40 歳・男性 

４ 所 属 名  南部地区・県立高等学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 4 年 11 月 10 日 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和4年11月10日（木曜日）午前7時30分頃、普通乗用自動車を運

転して出勤途中、さいたま市桜区中島三丁目9番14号先の信号機のない丁字路交

差点を左折しようとしたところ、後方から直進してきた相手方男性運転の自動二

輪車に自車を接触させ、同男性を転倒させた。 

  その結果、同男性に左鎖骨骨折の傷害を負わせた。 

 

 

 

● 問合せ先   

 

【処分1～3】について 

  教育局 小中学校人事課 管理指導担当 

 【処分 1】澤田・黒羽【処分 2】秋永・黒羽【処分 3】黒澤・山田 

  直通 048-830-6933 内線 6933 

  E-mail: a6930@pref.saitama.lg.jp 

 

【処分4】について 

  教育局 県立学校人事課 管理指導担当 永島 

  直通 048-830-6726 内線 6726 

  E-mail: a6720@pref.saitama.lg.jp 
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